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提 案 条 例 説 明 資 料 

提案者 福祉環境委員会  

1 議 案 番 号 発議第 7 号 

2 題 名 浜田市認知症の人にやさしいまちづくり条例 

3 目的・理由 

認知症の人にやさしいまちづくりに関し、基本理念を定

め、市、市民、事業者及び関係機関の責務又は役割を明ら

かにするとともに、認知症に関する施策と取組の基本とな

る事項を定めることにより、誰もが希望と尊厳をもって安

心して暮らし続けることができるまちの実現に寄与するこ

とを目的として制定するものです。 

4 概 要 

1 基本理念（第 3 条） 

⑴  認知症の人とその家族に寄り添うことを基本とし、 

認知症の人とその家族がよりよい生活を実現するため 

に必要な支援が受けられるよう、地域全体で支えるこ 

と。 

⑵ 認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた  

地域で、希望と尊厳をもって、安心して暮らし続けるこ 

とができる社会の実現を目指すこと。 

⑶ 認知症に関する正しい知識と理解に基づき、積極的に  

認知症予防に取り組むこと。 

⑷ 市、市民、事業者及び関係機関がそれぞれの責務又は

役割を認識し、相互に連携すること。 

2 市の責務（第 4 条） 

⑴ 認知症の人とその家族の生活や介護における課題を 

調査分析し、認知症の人が希望をもって自分らしく暮ら

し続けることができるまちづくりのための施策を、総合

的に実施する。 

⑵ 必要な組織体制の整備を図るとともに、常にその実施 

状況と効果を検証し、内容を見直す。 
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3 市民の役割（第 5 条） 

⑴ 認知症に関する正しい知識を得てその理解を深め、介  

護予防、見守りなど市民相互の支え合いの活動に積極的

に取り組むよう努める。 

⑵ 認知症の人が様々な領域で社会参画できるよう配慮 

する。 

⑶ 日常生活において、自ら認知症の予防に努めるととも  

に、認知症になった場合においても、希望をもって自分 

らしく暮らし続けることができるよう、市、事業者及び 

関係機関が実施する認知症に関する取組に参加するよ 

う努める。 

4 事業者の役割（第 6 条） 

⑴ 認知症に関する知識や対応力を深めるため、従業員に  

必要な教育を実施するよう努める。 

⑵ 市、市民及び関係機関が実施する認知症に関する取組  

に協力するよう努める。 

5 関係機関の役割（第 7 条） 

認知症の人が安心して暮らすことができるように、早

期から認知症の人の変化に気づき、必要な支援を行うよ

う努める。 

6 人材の育成と正しい知識の普及（第 8 条） 

 ⑴ 市は、関係機関と連携し、認知症に関する専門知識を

有する人材の育成と確保に努める。 

 ⑵ 認知症に関する正しい知識を普及するため、認知症サ

ポーターの養成を積極的に推進するとともに、研修会

の開催、広報媒体の活用など必要な施策を実施する。 

7 認知症予防施策（第 9 条） 

⑴ 認知症予防のための施策を積極的に実施する。 

 ⑵ 生活習慣病の予防が認知機能低下の予防につながる 

可能性が高いことを踏まえ、必要に応じて、生活習慣病 

の予防に関する指導と助言を行う。 

⑶ 認知症予防に関する取組を実施する地域組織に対し、 

必要な支援を行う。 
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8 認知症の人とその家族への支援施策（第 10 条） 

⑴ 認知症の人とその家族が相談や交流を行うための環 

境整備を図るとともに、地域における互助、共助の活動 

に対し支援する。 

 ⑵ 認知症の進行に応じた適切な支援を早期に実施する 

ため、関係機関と情報の共有を図り、連携体制を整備す 

る。 

⑶ 行方不明となるおそれのある認知症の人を見守ると 

ともに、行方不明となった場合においてはその者を早期 

に発見保護するため、市民、事業者、関係機関などとの 

連携体制の充実に努める。 

5 施行期日等 公布の日 

 


